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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】本発明の目的は、組立て作業性の向上を図った
丁番、ドア、及びドアの組立て方法を提供することにあ
る。
【解決手段】ドアは、枠体と、扉体と、枠体に扉体を回
動自在に連結するための丁番と、を備え、丁番は、筒状
の枠体側軸部２１を有して枠体に固定される枠体側丁番
２と、筒状の扉体側軸部３１を有して扉体に固定される
扉体側丁番３と、枠体側軸部２１及び扉体側軸部３１に
内挿される軸体５と、を有し、扉体側軸部３１は、枠体
側軸部２１より上方に設けられ、枠体側軸部２１と扉体
側軸部３１との間に設けられて両者を同軸に配置する筒
状の位置決め部材４をさらに有している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体と、扉体と、前記枠体に前記扉体を回動自在に連結するための丁番と、を備えたド
アであって、
　前記丁番は、筒状の枠体側軸部を有して前記枠体に固定される枠体側丁番と、筒状の扉
体側軸部を有して前記扉体に固定される扉体側丁番と、前記枠体側軸部及び前記扉体側軸
部に挿入される軸体と、を有し、
　前記扉体側軸部は、前記枠体側軸部より上方に設けられ、
　前記枠体側軸部と前記扉体側軸部との間に設けられて両者を同軸に配置する筒状の位置
決め部材をさらに有し、
　前記軸体は、前記位置決め部材に挿入可能に構成されていることを特徴とするドア。
【請求項２】
　前記位置決め部材は、前記扉体側軸部の下端部を挿入可能な挿入受け部を有しているこ
とを特徴とする請求項１に記載のドア。
【請求項３】
　前記挿入受け部は、前記扉体側軸部の下端部が設置される設置面から立設されて、前記
扉体側軸部の下端部を支持可能な立設部を有して構成されていることを特徴とする請求項
２に記載のドア。
【請求項４】
　請求項３に記載されたドアの組立て方法であって、
　前記枠体側軸部に前記位置決め部材を設置する位置決め部材設置工程と、
　前記位置決め部材の前記立設部に前記扉体側軸部の下端部を挿入させて、前記位置決め
部材に前記扉体側軸部を設置する扉体側軸部設置工程と、
　前記枠体側軸部、前記位置決め部材及び前記扉体側軸部に前記軸体を挿入する軸体挿入
工程と、を備えたことを特徴とするドアの組立て方法。
【請求項５】
　枠体に、扉体を回動自在に連結するための丁番であって、
　筒状の枠体側軸部を有して前記枠体に固定される枠体側丁番と、筒状の扉体側軸部を有
して前記扉体に固定される扉体側丁番と、前記枠体側軸部及び前記扉体側軸部に挿入され
る軸体と、を有し、
　前記扉体側軸部は、前記枠体側軸部より上方に設けられ、
　前記枠体側軸部は、前記扉体側軸部の下端部が設置される設置面から立設されて、前記
扉体側軸部の下端部を支持可能な立設部を有していることを特徴とする丁番。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、丁番、ドア、及びドアの組立て方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、枠体の縦枠と扉体の側端縁とを連結して扉体を支持するために丁番が用いられて
いる（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に開示された丁番は、枠体の縦枠に固定さ
れる枠側丁番と、扉体の側端縁に固定される扉側丁番と、軸棒と、を有して構成されてい
る。枠側丁番は、円筒状の枠側回動軸と、該枠側回動軸を枠体に固定するための枠側羽根
部と、を有して構成されている。扉側丁番は、円筒状の扉側回動軸と、該扉側回動軸を扉
体に固定するための扉側羽根部と、を有して構成されている。軸棒は、枠側回動軸及び扉
側回動軸に挿入可能に構成されている。この軸棒の軸寸法は、枠側回動軸の軸寸法より長
くなるように形成されている。
【０００３】
　図２０は、従来の丁番を用いて、扉体を枠体に組み付ける様子を説明する図である。従
来の丁番２００を用いて、扉体３０を枠体２０に組み付ける場合には、図２０に示すよう
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に、枠側丁番２０２の枠側回動軸２２１に軸棒２０５を挿入し、枠側回動軸２２１の上方
に軸棒２０５の一部２０５Ａを突出させて、軸棒２０５が枠体２０の縦枠２０Ｃに対して
斜めになるように、枠側羽根部２２２を枠体２０の縦枠２０Ｃに仮止めしておく。そして
、扉側丁番２０３の扉側羽根部２３２を扉体３０の側端縁３００に固定して、軸棒２０５
の枠側回動軸２２１から突出した部分２０５Ａに、扉側回動軸２３１を斜めに挿入する。
この後、扉体３０の側端縁３００を枠体２０の縦枠１０２Ｃに近づけて、枠側回動軸２２
１、扉側回動軸２３１及び、軸棒２０５が、枠体２０の縦枠１０２Ｃと平行となる位置で
、枠側羽根部２２２を枠体２０の縦枠１０２Ｃに本固定する。このようにして、従来の丁
番２００を用いて、扉体３０を枠体２０に組み付ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－８２９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の丁番を用いて、扉体を枠体に組み付ける際、枠側丁番の枠側回動
軸に軸棒を挿入し、枠側回動軸の上方に軸棒の一部を突出させておき、軸棒の枠側回動軸
から突出した部分（以下、突出部分と記す）に、扉側回動軸を斜めに挿入させる必要があ
り、組立て作業性が悪かった。
【０００６】
　本発明の目的は、組立て作業性の向上を図った丁番、ドア、及びドアの組立て方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は、以下の本発明によって解決される。
　即ち、本発明は、枠体と、扉体と、前記枠体に前記扉体を回動自在に連結するための丁
番と、を備えたドアであって、前記丁番は、筒状の枠体側軸部を有して前記枠体に固定さ
れる枠体側丁番と、筒状の扉体側軸部を有して前記扉体に固定される扉体側丁番と、前記
枠体側軸部及び前記扉体側軸部に挿入される軸体と、を有し、前記扉体側軸部は、前記枠
体側軸部より上方に設けられ、前記枠体側軸部と前記扉体側軸部との間に設けられて両者
を同軸に配置する筒状の位置決め部材をさらに有し、前記軸体は、前記位置決め部材に挿
入可能に構成されていることを特徴とするものである。
【０００８】
　以上のような本発明によれば、筒状の位置決め部材が設けられていることによって、枠
体側軸部と扉体側軸部とが同軸に配置される。これによれば、従来技術の如く、軸棒を枠
側回動軸に予め挿入し、扉体側軸部の下端部を軸棒の先端まで持ち上げて、扉体側軸部を
軸棒に挿入させなくとも、位置決め部材によって、枠体側軸部と扉体側軸部とが同軸に配
置され、これら枠体側軸部、位置決め部材、及び扉体側軸部に、軸体を挿入できる。よっ
て、扉体側軸部を軸体の先端まで持ち上げる必要がなくなり、さらに、扉体を枠体に組み
付ける際、扉体側軸部を位置決め部材に預けることができ、さらに、作業員は一旦、扉体
から手を離すことも可能とされる場合もある。これによれば、組立て作業性の向上を図る
ことができる。
【０００９】
　また、筒状の位置決め部材が設けられていることによって、枠体側軸部と扉体側軸部と
が同軸に配置される。これによれば、従来技術の如く、軸棒が枠体の縦枠に対して斜めに
なるように、枠側羽根部を枠体の縦枠に仮止めしなくとも、位置決め部材によって、扉体
側軸部と枠体側軸部が同軸に配置できるから、組立て作業性の向上を図ることができる。
【００１０】
　また、本発明では、位置決め部材は、扉体側軸部の下端部を挿入可能な挿入受け部を有
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していることが好ましい。これによれば、挿入受け部に、扉体側軸部の下端部を挿入させ
ることで、扉体側軸部の位置決め部材からの脱落を抑制できる。
【００１１】
　また、本発明においては、挿入受け部は、扉体側軸部の下端部が設置される設置面から
立設されて、扉体側軸部の下端部を支持可能な立設部を有していることが好ましい。これ
によれば、扉体側軸部の下端部の脱落を抑制することができる。また、扉体を枠体に組み
付ける際、扉体側軸部を立設部の上端に預け、この状態のまま、扉体側軸部をスライドさ
せることで、扉体側軸部の下端部を立設部に挿入することができるから、より一層、組立
て作業性の向上を図ることができる。
【００１２】
　本発明は、請求項３に記載された丁番の組立て方法であって、前記枠体側軸部に前記位
置決め部材を設置する位置決め部材設置工程と、前記位置決め部材の前記立設部に前記扉
体側軸部の下端部を係合させて、前記位置決め部材に前記扉体側軸部を設置する扉体側軸
部設置工程と、前記枠体側軸部、前記位置決め部材及び前記扉体側軸部に前記軸体を挿入
する軸体挿入工程と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　以上のような本発明によれば、枠体側軸部、位置決め部材及び扉体側軸部に軸体を挿入
する軸体挿入工程を、位置決め部材設置工程、及び扉体側軸部設置工程の後に行うことに
より、扉体側軸部を軸体の先端まで持ち上げる必要がなくなり、さらに、扉体を枠体に組
み付ける際、扉体側軸部を位置決め部材に預けることができ、さらに、作業員は一旦、扉
体から手を離すことも可能とされる場合もある。これによれば、組立て作業性の向上を図
ることができる。
【００１４】
　一方、本発明は、枠体に、扉体を回動自在に連結するための丁番であって、筒状の枠体
側軸部を有して前記枠体に固定される枠体側丁番と、筒状の扉体側軸部を有して前記扉体
に固定される扉体側丁番と、前記枠体側軸部及び前記扉体側軸部に挿入される軸体と、を
有し、前記扉体側軸部は、前記枠体側軸部より上方に設けられ、前記枠体側軸部は、前記
扉体側軸部の下端部が設置される設置面から立設されて、前記扉体側軸部の下端部を支持
可能な立設部を有していることを特徴とするものである。
【００１５】
　以上のような本発明によれば、枠体側軸部の立設部に、扉体側軸部の下端部を挿入させ
ることで、扉体側軸部の枠体側軸部からの脱落を抑制できる。また、扉体を枠体に組み付
ける際、扉体側軸部を立設部の上端に預け、この状態のまま、扉体側軸部をスライドさせ
ることで、扉体側軸部の下端部を立設部に挿入することができるから、組立て作業性の向
上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　　本発明によれば、組立て作業性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる丁番が適用された玄関ドアを示す平面図である。
【図２】前記丁番を示す斜視図である。
【図３】前記丁番を示す図であって、一部断面を示す平面図である。
【図４】前記丁番の要部を示す図である。
【図５】前記丁番を構成する枠体側軸部、位置決め部材、及び扉体側軸部を示す斜視図で
ある。
【図６】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は、前記丁番を用いて扉体を枠体に組み付ける手順を説明するた
めの図である。
【図８】本発明の第２実施形態にかかる丁番の要部を示す図である。



(5) JP 2021-156133 A 2021.10.7

10

20

30

40

50

【図９】図８に示された枠体側軸部、及び扉体側軸を示す斜視図である。
【図１０】本発明の変形例にかかる丁番を示す図であって、一部断面を示す平面図である
。
【図１１】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図１２】本発明の他の変形例にかかる丁番を示す図であって、一部断面を示す平面図で
ある。
【図１３】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図１４】本発明のさらに他の変形例にかかる丁番を示す図であって、一部断面を示す平
面図である。
【図１５】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図１６】本発明のさらに他の変形例にかかる丁番を示す図であって、一部断面を示す平
面図である。
【図１７】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図１８】本発明のさらに他の変形例にかかる丁番を示す図であって、一部断面を示す平
面図である。
【図１９】前記丁番を構成する軸部を分解して示す図である。
【図２０】従来の丁番を用いて、扉体を枠体に組み付ける様子を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る玄関ドア（ドア）を、図１～７を参照して説明する
。
【００１９】
　図１に示すように、玄関ドア１０は、枠体２０と、扉体３０と、枠体２０に扉体３０を
開閉自在（回動自在）に連結するための丁番１と、を備えて構成されている。枠体２０は
、外壁開口部Ｗに固定され、上枠２０Ａ、下枠２０Ｂ及び左右の縦枠２０Ｃ、２０Ｄを有
して四周枠組みされて構成されている。扉体３０は、所定の厚みを有して板状に形成され
ている。以下では、上枠２０Ａ及び下枠２０Ｂが延在する方向を「左右方向」と記し、縦
枠２０Ｃ、２０Ｄが延在する方向を「上下方向」と記す場合がある。丁番１は、本実施形
態では、３個（複数）設けられている。３個の丁番１は、枠体２０の縦枠２１Ｃと扉体３
０の側端縁３００とを連結しつつ、上下方向に間隔をあけて設けられている。
【００２０】
　各丁番１は、図２、３に示すように、枠体側丁番２と、該枠体側丁番２の上方に設けら
れる扉体側丁番３と、枠体側丁番２及び扉体側丁番３の間に設けられた位置決め部材４と
、軸体５と、を備えて構成されている。枠体側丁番２の構成と、扉体側丁番３の構成は、
本実施形態では、枠体側丁番２の（後述の）切欠き部２３（図２に示す）を除き、略同一
形状となるように構成されている。
【００２１】
　枠体側丁番２は、図２、３に示すように、上下方向に延在する円筒状の枠体側軸部２１
と、枠体２０の縦枠２０Ｃに固定される板状の枠体側羽根部２２と、を有して構成されて
いる。枠体側羽根部２２は、長方形板状の羽根部本体６と、この羽根部本体６を貫通する
４個のねじ孔７と、を有して構成されている。羽根部本体６の長辺は、枠体側軸部２１の
上下寸法と略等しい寸法に形成されていて、枠体側軸部２１の外周面に連続されている。
【００２２】
　枠体側軸部２１は、図４、５に示すように、位置決め部材４の後述する突出部４３に係
合可能な切欠き部２３（図５に示す）を有している。切欠き部２３は、枠体側軸部２１の
上端縁の一部を切り欠いて形成されている。また、切欠き部２３は、本実施形態では、枠
体側軸部２１の中心を挟んで対向する位置に一対設けられている。このような切欠き部２
３に位置決め部材４の突出部４３が係合することにより、位置決め部材４の枠体側軸部２
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１に対する回転が抑制される。
【００２３】
　扉体側丁番３は、図２、３に示すように、上下方向に延在する円筒状の扉体側軸部３１
と、扉体３０の側端縁３００に固定される板状の扉体側羽根部３２と、を有して構成され
ている。扉体側軸部３１の内径寸法及び外径寸法は、枠体側軸部２１の内径寸法及び外径
寸法と略同じ寸法となるように形成されている。扉体側羽根部３２は、長方形板状の羽根
部本体６と、この羽根部本体６を貫通する４個のねじ孔７と、を有して構成されている。
羽根部本体６の長辺は、枠体側軸部２１の上下寸法と略等しい寸法に形成されていて、扉
体側軸部３１の外周面に連続されている。
【００２４】
　位置決め部材４は、図５に示すように、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが設置される設
置面４０を有し、板状かつ円環状の位置決め部本体４１と、位置決め部本体４１における
設置面４０から筒状に立設された立設部４２（挿入受け部）と、位置決め部本体４１から
下方に突出して設けられた一対の突出部４３、４３と、を有して構成されている。位置決
め部本体４１の内径寸法は、枠体側軸部２１及び扉体側軸部３１の各内径寸法と略同じ寸
法になるように形成されている。また、位置決め部本体４１の外径寸法は、扉体側軸部３
１の外径寸法より、立設部４２の周壁の厚さ分だけ大きい寸法となるように形成されてい
る。
【００２５】
　立設部４２は、内径寸法が、扉体側軸部３１の外径寸法と略同じ寸法になるように形成
されていて、扉体側軸部３１の下端部３１ｂを挿入可能に構成されている。このような立
設部４２に、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが挿入されることで、扉体側軸部３１の位置
決め部材４からの脱落が抑制される。
【００２６】
　一対の突出部４３、４３は、位置決め部本体４１の中心を挟んで対向する位置に設けら
れている。
【００２７】
　軸体５は、図３、６に示すように、軸本体５１と、枠体側丁番２の枠体側軸部２１の下
端部に固定される下キャップ部５２と、枠体側軸部２１に固定されて、扉体側軸部３１内
への粉塵の侵入を抑制するための上キャップ部５３と、を有して構成されている。軸本体
５１は、外径寸法が、枠体側軸部２１、位置決め部本体４１、及び扉体側軸部３１の各内
径寸法より小さくなるように形成されて、枠体側軸部２１、位置決め部本体４１、及び扉
体側軸部３１に挿入可能に構成されている。軸本体５１の上端部には、上方に向かうに従
って先細となる先細部５１０が形成されている。軸本体５１の下端部には、その一部が切
り欠かれて形成された軸側段部５１１が形成されている。
【００２８】
　下キャップ部５２は、枠体側軸部２１に圧入可能な下側筒状部５２０と、該下側筒状部
５２０の下端から径方向外側に延在形成されて扉体側軸部３１の下端面に当接可能な下側
鍔状部５２１と、を有して構成されている。下側筒状部５２０には、軸本体５１の軸側段
部５１１に嵌合可能なキャップ側段部５２２が設けられている。
【００２９】
　上キャップ部５３は、扉体側軸部３１に圧入可能な上側筒状部５３０と、該上側筒状部
５３０の上端から径方向外側に延在形成されて扉体側軸部３１の上端面に当接可能な上側
鍔状部５３１と、を有して構成されている。
【００３０】
　次に、図７（Ａ）、（Ｂ）を参照して、丁番１を含んだ玄関ドア１０の組立て手順を説
明する。
【００３１】
　まず、予め、枠体２０の縦枠２０Ｃにおける所定の三箇所に、各枠体側丁番２の羽根部
本体６を配置し、４個のねじ孔７に（不図示の）ボルトを螺合して、各枠体側羽根部２２
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を縦枠２０Ｃに固定する。また、扉体３０の側端縁３００における所定の三箇所に、各扉
体側丁番３の羽根部本体６を配置し、４個のねじ孔７に（不図示の）ボルトを螺合して、
扉体側羽根部３２を扉体３０の側端縁３００に固定する。
【００３２】
　次に、図７（Ａ）に示すように、位置決め部材４の一対の突出部４３、４３を枠体側軸
部２１の切欠き部２３に近づけ、各突出部４３を各切欠き部２３に係合させて、位置決め
部材４を枠体側軸部２１に設置する（位置決め部材設置工程）。
【００３３】
　この後、扉体側軸部３１の下端部３１ｂを位置決め部材４の立設部４２の上端に近付け
て預け、この状態のまま、扉体側軸部３１をスライドさせて、扉体側軸部３１の下端部３
１ｂを立設部４２に挿入する。こうして、扉体側軸部３１の下端部３１ｂを、位置決め部
材４の設置面４０に設置する（扉体側軸部設置工程）。このように、位置決め部材４が設
けられていることで、扉体側丁番３が固定された扉体３０を位置決め部材４に預けること
ができ、さらに、作業員は一旦、扉体３から手を離すことも可能とされる場合もある。こ
うして、枠体側軸部２１、位置決め部材４及び、扉体側軸部３１が同軸に配置される。
【００３４】
　そして、軸体５の軸本体５１の軸側段部５１１と、下キャップ部５２のキャップ側段部
５２２とを嵌合させて、軸本体５１の先細部５１０を、枠体側軸部２１の下端部に近づけ
て、上方に挿入する（軸体挿入工程）。そして、下キャップ部５２の下側筒状部５２０を
枠体側軸部２１に圧入して、下側鍔状部５２１を、枠体側軸部２１の下端面に当接させる
。これにより、下キャップ部５２が枠体側軸部２１に固定される。
【００３５】
　最後に、上キャップ部５３の上側筒状部５３０を扉体側軸部３１に圧入して、上側鍔状
部５３１を、扉体側軸部３１の上端面に当接させる。これにより、上キャップ部５３が扉
体側軸部３１に固定される。上キャップ部５３により、扉体側軸部３１の上方側の開口が
塞がれる。そして、図７（Ｂ）に示すように、丁番１を組み立てる。丁番１は、枠体側軸
部２１、位置決め部材４、及び軸体５が、回転不能に設けられ、扉体側軸部３１が、位置
決め部材４、及び軸体５に対して、回転可能に設けられる。これにより、外壁開口部Ｗに
固定された枠体２０に、扉体３０が開閉自在（回動自在）に連結されて、玄関ドア１０を
組み立てる。
【００３６】
　上述した実施形態によれば、位置決め部材４が設けられていることによって、枠体側軸
部２１と扉体側軸部３１とが同軸に配置される。これによれば、枠体側軸部２１と扉体側
軸部３１とが同軸に配置され、これら枠体側軸部２１、位置決め部材４、及び扉体側軸部
３１に、軸体５を挿入できる。よって、扉体側軸部３１を軸体５の先端まで持ち上げる必
要がなくなり、さらに、扉体３０を枠体２０に組み付ける際、扉体側軸部３１を位置決め
部材４に預けることができ、さらに、作業員は一旦、扉体３０から手を離すことも可能と
される場合もある。これによれば、組立て作業性の向上を図ることができる。
【００３７】
　また、位置決め部材４は、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが設置される設置面４０から
立設されて、扉体側軸部３１の下端部３１ｂを支持可能な立設部４２を有している。これ
によれば、位置決め部材４の立設部４２に、扉体側軸部３１の下端部３１ｂを挿入させる
ことで、扉体側軸部３１の位置決め部材４からの脱落を抑制できる。
【００３８】
　また、枠体側軸部２１、位置決め部材４及び扉体側軸部３１に軸体５を挿入する軸体挿
入工程を、位置決め部材設置工程、及び扉体側軸部設置工程の後に行うことにより、扉体
側軸部３１を軸体５の先端まで持ち上げる必要がなくなり、さらに、扉体３０を枠体２０
に組み付ける際、扉体側軸部３１を位置決め部材４に預けることができる。これによれば
、組立て作業性の向上を図ることができる。
【００３９】
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　上述した実施形態において、位置決め部材４は、位置決め部本体４１における設置面４
０から筒状に立設された立設部４２（挿入受け部）と、を有して構成されているが、本発
明はこれに限定されるものではない。挿入受け部が、位置決め部本体の上面に凹溝状に形
成されて、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが挿入可能に構成された凹溝状部を有して構成
されていてもよい。即ち、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが凹溝状部に挿入されることで
、扉体側軸部３１の位置決め部材４からの脱落が抑制されていればよい。
【００４０】
（第２実施形態）
　以下、本発明の第２実施形態に係る丁番１１を、図８、９を参照して説明する。第２実
施形態に係る丁番１１は、図８、９に示すように、枠体側丁番１２と、該枠体側丁番１２
の上方に設けられる扉体側丁番３と、軸体５（図６に示す）と、を備えて構成されている
。第２実施形態の丁番１１と第１実施形態の丁番１は、枠体側丁番２、１２の構成のみが
異なる。
【００４１】
　枠体側丁番１２は、図８、９に示すように、上下方向に延在する枠体側軸部１２１と、
枠体２０の縦枠２０Ｃに固定される板状の枠体側羽根部２２と、を有して構成されている
。枠体側軸部１２１は、円筒状の軸部本体１２２と、軸部本体１２２の上方に設けられた
位置決め部１２３と、を有して構成されている。位置決め部１２３は、扉体側軸部３１の
下端部３１ｂが設置される設置面１４０を有し、板状かつ円環状の位置決め部本体１４１
と、位置決め部本体１４１における設置面１４０から筒状に立設された立設部１４２と、
を有して構成されている。即ち、枠体側軸部１２１は、扉体側軸部３１の下端部３１ｂが
設置される設置面１４０、及び立設部１４２を含んで構成されている。これによれば、第
１実施形態と略同様の効果が奏される。
【００４２】
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成できる
他の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
【００４３】
　前記実施形態では、下キャップ５２、及び上キャップ５３は、各筒状部５２０、５３０
が、各軸部２１、３１に圧入されて固定されるように構成されているが、本発明はこれに
限定されるものではない。下キャップ５２、及び上キャップ５３は、溶接や接着等の周知
の固定方法を用いて、各軸部２１、３１に固定されていてもよい。
【００４４】
　また、前記実施形態では、軸体５は、軸本体５１の下端部に軸側段部５１１が形成され
、下キャップ部５２の上端部に、軸本体５１の軸側段部５１１に嵌合可能なキャップ側段
部５２２が形成されているが、本発明はこれに限定されるものではない。軸側段部５１１
と、該軸側段部５１１に嵌合可能なキャップ側段部５２２は省略してもよい。
【００４５】
　また、前記実施形態では、下キャップ部５２は、枠体側軸部２１に圧入可能な下側筒状
部５２０を有して、下側筒状部５２０が枠体側軸部２１に圧入されて下キャップ部５２が
枠体側軸部２１に固定されるように構成されているが、本発明はこれに限定されるもので
はない。図１０、１１に示すように、下側筒状部５２０の外周面に雄ねじ５２３が切られ
、枠体側軸部２１の内周面に雄ねじ５２３に螺合可能な雌ねじ２２が切られて下キャップ
部５２が枠体側軸部２１に固定されていてもよい。そして、下キャップ部５２が枠体側軸
部２１に固定する場合には、軸体５の軸本体５１の軸側段部５１１と、下キャップ部５２
のキャップ側段部５２２とを嵌合させ、軸本体５１の先細部５１０を、枠体側軸部２１の
下端部に近づけて、上方に挿入する。この後、下側筒状部５２０の雄ねじ５２３と枠体側
軸部２１の雌ねじ２２とを螺合させて、下キャップ部５２が枠体側軸部２１に固定される
ようにしてもよい。この際、下キャップ部５２を枠体側軸部２１に対して回転させ易くす
るために、下側鍔状部５２１Ａは、六角柱（平面視が六角形）となるように形成されてい
てもよい。
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【００４６】
　また、前記実施形態では、下キャップ部５２の下側筒状部５２０の外周面に雄ねじ５２
３が切られ、枠体側軸部２１の内周面に雄ねじ５２３に螺合可能な雌ねじ２２が切られて
、下キャップ部５２が枠体側軸部２１に固定されるように構成されているが、本発明はこ
れに限定されるものではない。図１２、１３に示すように、ヘソピンビス８をさらに有し
、ヘソピンビス８が、枠体側軸部２１の周壁を貫通して、枠体側軸部２１に挿入された軸
本体５１に当接するように構成されていてもよい。この場合には、軸本体５１と下キャッ
プ部５２が一体に構成されていてもよい。
【００４７】
　この場合には、軸本体５１の先細部５１０を、枠体側軸部２１の下端部に近づけて、上
方に挿入する。この後、雄ねじ５２３と枠体側軸部２１の雌ねじ２２とを螺合させ、ヘソ
ピンビス８を、枠体側軸部２１の周壁を貫通して、軸本体５１に当接する位置まで螺合さ
せて、軸本体５１が枠体側軸部２１に固定されるようにしてもよい。このように、ヘソピ
ンビス８を、枠体側軸部２１の周壁を貫通して、軸本体５１に当接する位置まで螺合させ
ることで、雄ねじ５２３と雌ねじ２２との螺合が解除されにくくなり、軸本体５１が脱落
するなどして、枠体側丁番２と扉体側丁番３が分解され難くなる。これにより、防犯性の
向上を図ることができる。
【００４８】
　また、前記実施形態では、雄ねじ５２３及び雌ねじ２２が形成され、これらが螺合して
、軸本体５１が枠体側軸部２１に固定されるように構成されているが、本発明はこれに限
定されるものではない。雄ねじ５２３及び雌ねじ２２は形成せずに、図１４、１５に示す
ように、ヘソピンビス８、９を有し、ヘソピンビス８が、枠体側軸部２１の周壁を貫通し
て、枠体側軸部２１に挿入された軸本体５１に当接するように構成され、ヘソピンビス９
が扉体側軸部３１の周壁を貫通して、ヘソピンビス９の先端が、軸本体５１の小径部５１
２に対向するように構成されていてもよい。これによれば、軸本体５１の抜け止めが図ら
れ、軸本体５１が脱落するなどして、枠体側丁番２と扉体側丁番３が分解され難くなる。
これにより、防犯性の向上を図ることができる。
【００４９】
　また、前記実施形態では、軸体５は、軸本体５１と、枠体側丁番２の枠体側軸部２１の
下端部に固定される下キャップ部５２と、枠体側軸部２１に固定されて、扉体側軸部３１
内への粉塵の侵入を抑制するための上キャップ部５３と、を有して構成されているが、本
発明はこれに限定されるものではない。図１６、１７に示すように、軸本体５１と上キャ
ップ部５３とが一体に構成されていてもよい。そして、軸体５の軸本体５１の軸側段部５
１１を、扉体側軸部３１の上端部に近づけて、下方に挿入し、軸本体５１の軸側段部５１
１と下キャップ部５２のキャップ側段部５２２とを嵌合させて、下キャップ部５２を枠体
側軸部２１に固定してもよい。
【００５０】
　また、前記実施形態では、軸本体５１と上キャップ部５３とが一体に構成されているが
、図１８、１９に示すように、上キャップ部５３は、軸本体５１にボルトＢを用いて固定
されていてもよい。
【００５１】
　その他、本発明を実施するための最良の構成、方法などは、以上の記載で開示されてい
るが、本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施
形態に関して特に図示され、且つ、説明されているが、本発明の技術的思想及び、目的の
範囲から逸脱することなく、以上述べた実施形態に対し、形状、材質、数量、その他の詳
細な構成において、当業者が様々な変形を加えることができるものである。従って、上記
に開示した形状、材質などを限定した記載は、本発明の理解を容易にするために例示的に
記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状、材質などの限
定の一部、もしくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるもので
ある。
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【符号の説明】
【００５２】
１０　　　　　玄関ドア（ドア）
１、１１　　　丁番
２、１２　　　枠体側丁番
３　　　　　　扉体側丁番
４　　　　　　位置決め部材
５　　　　　　軸体
２０　　　　　枠体
２１　　　　　枠体側軸部
３０　　　　　扉体
３１　　　　　扉体側軸部
３１ｂ　　　　扉体側軸部の下端部
４０　　　　　設置面
４２　　　　　立設部
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